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栃 木 県 規 則 第 六 十 一 号

肥 料 取 締 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 十 一 月 二 十 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

肥 料 取 締 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

肥 料 取 締 法 施 行 細 則 （ 昭 和 五 十 九 年 栃 木 県 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

肥 料 の 品 質 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 肥 料 取 締 法 施 行 細 則

（ 施 用 上 の 注 意 等 の 表 示 義 務 ） （ 施 用 上 の 注 意 等 の 表 示 義 務 ）

第 一 条 肥 料 の 品 質 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 第 一 条 肥 料 取 締 法 （ 昭 和 二

十 五 年 法 律 第 百 二 十 七 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 十 五 年 法 律 第 百 二 十 七 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ）

第 四 条 第 一 項 第 七 号 若 し く は 同 条 第 三 項 の 規 定 に 第 四 条 第 一 項 第 七 号 若 し く は 同 条 第 二 項 の 規 定 に

よ る 知 事 の 登 録 を 受 け た 普 通 肥 料 又 は 法 第 十 六 条 よ る 知 事 の 登 録 を 受 け た 普 通 肥 料 又 は 法 第 十 六 条

の 二 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 知 事 へ の の 二 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 知 事 へ の

届 出 に 係 る 指 定 混 合 肥 料 の 生 産 業 者 は 、 別 表 の 第 届 出 に 係 る 指 定 配 合 肥 料 の 生 産 業 者 は 、 別 表 の 第

一 欄 に 掲 げ る 普 通 肥 料 を 生 産 し た と き は 、 遅 滞 な 一 欄 に 掲 げ る 普 通 肥 料 を 生 産 し た と き は 、 遅 滞 な

く 、 そ の 容 器 又 は 包 装 の 外 部 （ 容 器 及 び 包 装 を 用 く 、 そ の 容 器 又 は 包 装 の 外 部 （ 容 器 及 び 包 装 を 用

い な い も の に あ つ て は 各 荷 口 又 は 各 個 ） に 同 表 の い な い も の に あ つ て は 各 荷 口 又 は 各 個 ） に 同 表 の

第 二 欄 に 掲 げ る 表 示 事 項 を 表 示 し な け れ ば な ら な 第 二 欄 に 掲 げ る 表 示 事 項 を 表 示 し な け れ ば な ら な

い 。 い 。

（ 生 産 業 者 の 報 告 ） （ 生 産 業 者 の 報 告 ）

第 二 条 前 条 に 規 定 す る 普 通 肥 料 若 し く は 指 定 混 合 第 二 条 前 条 に 規 定 す る 普 通 肥 料 若 し く は 指 定 配 合

肥 料 の 生 産 業 者 又 は 法 第 二 十 二 条 の 規 定 に よ る 知 肥 料 の 生 産 業 者 又 は 法 第 二 十 二 条 の 規 定 に よ る 知

事 へ の 届 出 に 係 る 特 殊 肥 料 の 生 産 業 者 は 、 前 年 に 事 へ の 届 出 に 係 る 特 殊 肥 料 の 生 産 業 者 は 、 前 年 に

生 産 し た 普 通 肥 料 、 指 定 混 合 肥 料 又 は 特 殊 肥 料 に 生 産 し た 普 通 肥 料 、 指 定 配 合 肥 料 又 は 特 殊 肥 料 に

つ い て 、 そ の 種 類 、 登 録 番 号 （ 指 定 混 合 肥 料 及 び つ い て 、 そ の 種 類 、 登 録 番 号 （ 指 定 配 合 肥 料 及 び

特 殊 肥 料 に あ つ て は 、 名 称 ） 、 生 産 量 及 び 出 荷 量 特 殊 肥 料 に あ つ て は 、 名 称 ） 、 生 産 量 及 び 出 荷 量

を 生 産 事 業 場 別 に 知 事 に 報 告 す る も の と す る 。 を 生 産 事 業 場 別 に 知 事 に 報 告 す る も の と す る 。

２ 略 ２ 略

別 表 ５ の 項 及 び ６ の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

５動物由来たん白質（飼料及び飼料添加物の成

分規格等に関する省令（昭和51年農林省令第35 この肥料には動物由来たん白質が入つてい、

号）別表第１の２の⑴に定める動物由来たん白ますから家畜等の口に入らないところで保、

質であつて同⑴の表の第２欄に定める確認済管・使用してください、 。

ゼラチン等以外のものをいう以下同じ）が

（注） 動物由来たん白質の次に（ ）を付し
。 。

、
原料として使用された普通肥料（６に掲げるも

（ ）内にその由来する動物種を記載するこ
のを除く）

とができる
。

。

６動物由来たん白質が原料として使用された普

通肥料のうち牛めん羊又は山羊に由来するこの肥料には牛等由来たん白質が入つてい、 、 、

動物由来たん白質が原料として使用されたものますから家畜等の口に入らないところで保、

又は原料事情等により使用される場合があるも管・使用し家畜等に与えたり牧草地等に施、 、

の 用したりしないでください。
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栃 木 県 規 則 第 六 十 一 号

肥 料 取 締 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 十 一 月 二 十 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

肥 料 取 締 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

肥 料 取 締 法 施 行 細 則 （ 昭 和 五 十 九 年 栃 木 県 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

肥 料 の 品 質 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 肥 料 取 締 法 施 行 細 則

（ 施 用 上 の 注 意 等 の 表 示 義 務 ） （ 施 用 上 の 注 意 等 の 表 示 義 務 ）

第 一 条 肥 料 の 品 質 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 第 一 条 肥 料 取 締 法 （ 昭 和 二

十 五 年 法 律 第 百 二 十 七 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 十 五 年 法 律 第 百 二 十 七 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ）

第 四 条 第 一 項 第 七 号 若 し く は 同 条 第 三 項 の 規 定 に 第 四 条 第 一 項 第 七 号 若 し く は 同 条 第 二 項 の 規 定 に

よ る 知 事 の 登 録 を 受 け た 普 通 肥 料 又 は 法 第 十 六 条 よ る 知 事 の 登 録 を 受 け た 普 通 肥 料 又 は 法 第 十 六 条

の 二 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 知 事 へ の の 二 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 知 事 へ の

届 出 に 係 る 指 定 混 合 肥 料 の 生 産 業 者 は 、 別 表 の 第 届 出 に 係 る 指 定 配 合 肥 料 の 生 産 業 者 は 、 別 表 の 第

一 欄 に 掲 げ る 普 通 肥 料 を 生 産 し た と き は 、 遅 滞 な 一 欄 に 掲 げ る 普 通 肥 料 を 生 産 し た と き は 、 遅 滞 な

く 、 そ の 容 器 又 は 包 装 の 外 部 （ 容 器 及 び 包 装 を 用 く 、 そ の 容 器 又 は 包 装 の 外 部 （ 容 器 及 び 包 装 を 用

い な い も の に あ つ て は 各 荷 口 又 は 各 個 ） に 同 表 の い な い も の に あ つ て は 各 荷 口 又 は 各 個 ） に 同 表 の

第 二 欄 に 掲 げ る 表 示 事 項 を 表 示 し な け れ ば な ら な 第 二 欄 に 掲 げ る 表 示 事 項 を 表 示 し な け れ ば な ら な

い 。 い 。

（ 生 産 業 者 の 報 告 ） （ 生 産 業 者 の 報 告 ）

第 二 条 前 条 に 規 定 す る 普 通 肥 料 若 し く は 指 定 混 合 第 二 条 前 条 に 規 定 す る 普 通 肥 料 若 し く は 指 定 配 合

肥 料 の 生 産 業 者 又 は 法 第 二 十 二 条 の 規 定 に よ る 知 肥 料 の 生 産 業 者 又 は 法 第 二 十 二 条 の 規 定 に よ る 知

事 へ の 届 出 に 係 る 特 殊 肥 料 の 生 産 業 者 は 、 前 年 に 事 へ の 届 出 に 係 る 特 殊 肥 料 の 生 産 業 者 は 、 前 年 に

生 産 し た 普 通 肥 料 、 指 定 混 合 肥 料 又 は 特 殊 肥 料 に 生 産 し た 普 通 肥 料 、 指 定 配 合 肥 料 又 は 特 殊 肥 料 に

つ い て 、 そ の 種 類 、 登 録 番 号 （ 指 定 混 合 肥 料 及 び つ い て 、 そ の 種 類 、 登 録 番 号 （ 指 定 配 合 肥 料 及 び

特 殊 肥 料 に あ つ て は 、 名 称 ） 、 生 産 量 及 び 出 荷 量 特 殊 肥 料 に あ つ て は 、 名 称 ） 、 生 産 量 及 び 出 荷 量

を 生 産 事 業 場 別 に 知 事 に 報 告 す る も の と す る 。 を 生 産 事 業 場 別 に 知 事 に 報 告 す る も の と す る 。

２ 略 ２ 略

別 表 ５ の 項 及 び ６ の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

５動物由来たん白質（飼料及び飼料添加物の成

分規格等に関する省令（昭和51年農林省令第35 この肥料には動物由来たん白質が入つてい、

号）別表第１の２の⑴に定める動物由来たん白ますから家畜等の口に入らないところで保、

質であつて同⑴の表の第２欄に定める確認済管・使用してください、 。

ゼラチン等以外のものをいう以下同じ）が

（注） 動物由来たん白質の次に（ ）を付し
。 。

、
原料として使用された普通肥料（６に掲げるも

（ ）内にその由来する動物種を記載するこ
のを除く）

とができる
。

。

６動物由来たん白質が原料として使用された普

通肥料のうち牛めん羊又は山羊に由来するこの肥料には牛等由来たん白質が入つてい、 、 、

動物由来たん白質が原料として使用されたものますから家畜等の口に入らないところで保、

又は原料事情等により使用される場合があるも管・使用し家畜等に与えたり牧草地等に施、 、

の 用したりしないでください。
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（注） 牛等由来たん白質の次に（ ）を付し、

（ ）内にその由来する動物種を記載するこ

とができる。

別 記 様 式 中 「指定配合肥料」 を 「指定混合肥料」 に 、 「肥料取締法施行細則」 を 「肥料の品質の確保等に関

する法律施行細則」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 十 二 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 営 技 術 課 ）


